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施行 

 

昭和28年４月１日 

   

 改正 平成13年５月29日    

 

本院はすべて社会的地位や身分にかかわりなく広く男女学生を教育することを本旨として、教育基

本法及び学校教育法に基づいて次の諸学校の学則の定めるところによつてこれらの男女に幼児の保育

から大学教育に至る一貫した教養を与え、高潔な人格、確乎とした識見並びに近代人にふさわしい健

全で豊かな思想感情を培い、これによつて人類と祖国とに奉仕する人材を育成することを目的とする。 
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この学則総記は、平成13年５月29日から施行する。 


